
金
滞
官
蹴
志
巻
十
四

は
り
、
早
世
す
。
戎
男
正
長
、
後
K
m究
右
衛
門
と
稽
し
、
寛
永
以
来
利

常
卿
に
奉
仕
し
て
殊
に
思
願
に
預
り
、
度
々
加
恩
を
賜
は
り
て
登
庸

せ
ら
れ
、
遂
に
家
総
二
千
石
に
至
り
、
奥
力
士
二
百
石
の
附
属
を
命

ぜ
ら
る
。
利
常
抑
菟
逝
の
後
、
参
議
中
将
綱
紀
卿
の
恩
顧
に
奥
り
、

寓
治
二
年
小
勝
頭
と
成
り
、
足
軽
頭
粂
勘
を
命
ぜ
ら
れ
‘
寛
文
二
年

之
を
莞
ぜ
ら
れ
し
に
、
延
賓
五
年
再
び
小
勝
頭
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
年

馬
廻
組
頭
陀
昇
進
し
、
貞
享
四
年
致
仕
し
、
老
名
を
ぽ
タ
庵
と
稀
し
、

養
老
料
二
百
石
を
賜
は
り
、
元
総
七
年
五
月
捜
す
。
利
常
卿
の
時
、

御
局
の
女
を
曇
り
妻
と
た
し
て
‘
男
女
子
を
生
み
、
嗣
子
茜
左
衛
門

将
興
家
を
織
ぎ
た
り
。
将
奥
の
長
男
発
右
衛
門
貞
正
は
、

E
長
遺
知

の
内
千
五
百
石
を
賜
は
り
、
そ
の
内
二
百
石
を
奥
カ
知
と
す
。
二
男

縫
殿
正
綬
、
正
長
の
遺
知
の
内
五
百
石
賜
は
り
、
後
百
五
十
石
加
思
、

六
百
五
十
石
を
拝
領
し
‘
父
子
兄
弟
共
に
横
要
の
職
務
を
勤
め
、
各

馬
廻
頭
迄
回
升
治
せ
り
。
思
ふ
に
、
先
右
衛
門
正
長
は
、
高
治
二
年
に

小
持
頭
と
成
り
、
延
賞
五
年
に
馬
廻
頭
に
昇
進
し
、
七
十
五
裁
に
て

致
仕
し
、
八
十
二
哉
の
蒋
齢
を
保

τり
。
長
男
甚
左
衛
門
特
典
は
、

元
総
十
年
に
小
勝
頭
と
成
り
.
同
十
六
年
に
馬
姐
頭
に
昇
進
し
、
貸

永
三
年
に
渡
せ
り
。
勝
興
の
子
二
人
あ
り
。
長
男
鍵
右
衛
門
貞
正
は
.

‘
。
大
槻
内
議
允
偉
指

名
願
寺
は
、
大
槻
内
磁
允
の
旦
那
寺
に
て
、
今
寺
内
の
鐘
楼
堂
怠
る

鐘
は
‘
大
槻
が
寄
附
た
り
と
一
式
ひ
停
へ
た
り
。
寺
借
の
奮
停
に
云
ふ
。

内
務
允
が
養
父
大
槻
長
兵
衛
は
、
劇
場
附
足
軽
に
て
、
長
兵
衛
が
宅

は
新
竪
町
の
う
し
ろ
な
る
町
附
足
額
組
屋
敷
の
議
た
り
。
内
臓
允
も

此
の
宅
に
て
出
生
す
と
。
長
兵
衛
枕
名
願
寺
の
門
徒
た
り
し
故
に
、

内
磁
允
盛
還
の
頃
は
、
名
願
寺
は
檀
那
寺
と
て
殊
更
取
立
て
、
堂
宇

の
修
繕
は
さ
ら
た
り
‘
釣
鐘
以
下
穏
々
寄
附
の
物
多
く
、
合
力
米
も

過
分
に
附
け
置
き
た
り
と
ぞ
。
然
る
に
究
延
元
年
、
内
蔵
允
五
ク
山
の

禁
鍋
中
に
白
書
し
け
る
に
、
重
罪
の
者
た
る
に
依
り
て
死
骸
を
ば
五

ク
山
よ
り
引
寄
せ
ら
れ
‘
堕
誌
に
た
し
‘
門
徒
寺
の
縁
故
を
以
て
名

願
寺
へ
預
け
ら
れ
、
本
堂
の
下
ヘ
担
込
ま
れ
、
今
に
其
の
健
た
り
と
。

内
磁
允
は
震
罪
の
者
た
る
が
ゆ
ゑ
に
‘
永
〈
寺
へ
御
預
け
の
緯
に

て
‘
如
v
此
被
=
仰
付
-
た
る
な
り
と
云
ひ
停
へ
た
り
。
一
訟
に
は
‘
内

務
允
は
木
町
の
卸
願
寺
の
門
徒
左
り
。
内
競
允
が
父
長
兵
衛
死
に
た

る
時
、
.
母
の
院
銃
を
盤
む
よ
し
彼
の
寺
へ
申
入
れ
け
る
に
、
一
向
宗

に
は
院
鋭
は
甚
だ
や
か
ま
し
く
容
易
か
ら
ぬ
事
也
。
殊
に
院
貌
は
院

家
寺
な
ら
で
は
附
け
が
た
き
よ
し
申
立
て
た
り
。
内
臓
允
此
の
事
を

金
滞
古
蹟
志
巻
十
四

貧
暦
元
年
留
守
居
物
頭
と
成
り
、
同
六
年
に
馬
廻
頭
に
鼻
進
し
、
明

和
二
年
に
七
十
七
歳
に
て
渡
せ
り
o
共
の
弟
治
兵
衛
正
綬
は
、
別
家

し
て
延
享
凶
年
に
組
頭
並
と
成
り
、
二
百
五
十
石
の
加
恩
を
賜
は

り
、
同
年
馬
廻
頭
に
昇
進
し
、
後
致
仕
し
て
呑
山
と
稿
し
‘
明
和
七

年
七
十
七
歳
に
て
残
す
。
共
の
子
幸
左
衛
門
正
始
家
を
織
ぎ
、
天
明

四
年
金
津
町
奉
行
と
成
h
y
、
寛
政
二
年
に
馬
廻
頭
に
昇
進
し
、
享
和

三
年
に
定
番
頭
と
成
り
)
文
化
七
年
に
算
用
場
事
行
を
粂
帯
せ
り
。

此
の
後
々
も
子
孫
馬
廻
頭
等
に
至
れ
る
も
の
多
し
。
奮
藩
中
は
務
政

の
職
務
多
き
中
に
も
、
小
姓
頭
・
馬
廻
頭
・
定
番
頭
は
‘
貨
に
植
要
の

職
務
に
て
、
人
々
殊
に
之
を
規
模
と
せ
り
。
然
る
に
組
先
正
長
以
来
、

躍
世
父
子
兄
弟
そ
の
推
患
に
奥
り
、
楢
要
の
職
務
を
勤
め
、
殊
さ
ら

世
々
七
・
八
十
哉
の
長
瀞
を
保
て
る
は
、
誠
に
務
士
中
に
務
・
な
り
と

一

い
ふ
ぺ
し
0

・

O
新
竪
町
名
願
寺

東
方
民
宗
道
場
也
。
商
来
書
に
、
揖
津
の
人
楠
正
房
と
云
ふ
人
の
長

男
房
之
助
と
云
ふ
者
出
家
と
成
り
・
鹿
願
と
改
稿
し
‘
文
総
元
年
金

滞
河
原
町
民
於
て
創
立
し
、
寺
競
を
名
願
寺
と
mmし
、
天
台
宗
の
寺

院
友
り
し
を
、
翌
二
年
改
宗
し
て
、
本
願
寺
波
の
道
場
と
す
と
あ
り
。

聞
き
、
安
か
ら
ぬ
事
な
り
と
思
ひ
、
共
の
後
内
磯
允
移
多
の
銀
子
を

出
し
.
本
山
東
本
願
寺
へ
申
立
て
さ
せ
、
官
銀
を
指
遺
し
て
印
願
寺

を
院
家
と
た
し
、
さ
て
母
の
院
鋭
を
ぽ
附
け
貰
ひ
た
り
と
。
一
設
に

は
、
内
磁
允
よ
り
直
に
本
願
寺
へ
引
合
ひ
広
島
よ
ぴ
、
卸
願
寺
を
院

家
と
た
し
た
り
と
も
云
ひ
停
へ
た
り
。
但
し
名
願
寺
の
侮
銑
憶
か
た

り
と
い
へ
れ
ば
、
木
町
邸
願
寺
の
事
は
誤
聞
た
ら
ん
か
と
も
い
へ
り
。

叉
名
願
寺
K
.
そ
の
か
み
内
蔵
允
が
寄
附
せ
し
打
敷
或
は
悌
梼
・
働

具
の
類
多
く
あ
り
し
か
ど
.
貸
暦
九
年
四
月
の
火
災
K
悉
く
焼
失
し

て
‘
今
に
存
在
せ
る
も
の
は
釣
錨
の
み
危
り
と
-X
ひ
僻
へ
た
り
と
。

但
し
死
骸
の
事
は
質
事
か
、
記
録
等
に
未
だ
所
見
た
し
。
思
ふ
K
.

弘
化
元
年
七
月
務
士
組
外
中
村
準
作
と
云
ふ
者
、
震
俳
切
手
を
以
て

小
梯
所
の
銀
子
を
多
く
取
出
せ
る
事
露
顕
し
、
一
類
預
け
に
成
り
、

禁
番
被
v
命
底
、
同
年
十
月
自
宅
に
於
て
夫
婦
共
自
害
す
。
子
v
時
右
夫

婦
を
盟
諸
に
成
し
‘
詮
議
中
自
宅
に
於
て
禁
番
を
附
け
、
袈
年
金
後

ま
で
も
如
v
此
、
漸
〈
落
着
す
る
也
。
大
槻
内
磁
允
も
如
ν
此
た
り
し
と

聞
ゆ
。

O
山
問
屋
小
路

此
の
小
路
の
角
家
K
.
山
問
屋
某
と
い
へ
る
魚
底
あ
り
て
、
教
代
と




